
修  繕  仕  様  書  

第１章 総 則 

（適用） 

 第１条  この仕様書は，一宮浄化センター２系沈殿槽汚泥掻寄機修繕に適用する。 

（準拠規格） 

 第２条  この修繕契約後は，仕様書・図面（以下，設計図書という）に従い，既設構

造部分に合わせ，本来の機能を回復するように，優秀な技術で修理すること。 

      なお，設計図書等に疑問を生じた場合は，岡山市監督員と協議すること。    

この修繕業務施行において，設計図書等に記載されていない事項については次

の文献等によること。 

     ・建築工事共通仕様書（令和 7 年版国土交通省大臣官房庁営繕部） 

     ・機械設備工事共通仕様書（令和 7 年版国土交通省大臣官房庁営繕） 

     ・電気設備工事共通仕様書（令和 7 年版国土交通省大臣官房庁営繕部） 

     ・その他関連法規など 

（業務責任者の選定） 

 第３条  請負人は，修繕業務の施工について管理監督を行う業務責任者を定めるこ

と。 

      なお，業務責任者は，修繕中は現場に常駐すること。 

（機器・寸法・配置） 

 第４条  設計図書に記載する寸法及び配置は参考とする。この修繕業務施工にあたっ

ては，十分な現地調査の上行うこと。 

      なお，機器の目的及び機能並びに維持管理において，設計・仕様の変更が

適切と思われる場合は，岡山市監督員の承認を得た後変更すること。 

（機器・材料の選定）       

  第５条  この修繕業務に使用する機器・材料等で，「支給品」・「再使用品」等の明

示のない物はすべて新品を請負人において準備するものとする。特に指示す

る製品については，岡山市の製品指定に従うこと。 

      また，同一の機器及び器具は，完全な互換性を有するものでなければならな

い。 

       なお，特に明示のない製品については，市場において優良と認められ，それ

ぞれの目的に最も合致し，均衡を得た製品であること。ＪＩＳ等の規格に制定

されているものは，これに適合すること。 

     （工程管理） 

第６条  請負人は，この修繕業務の円滑な進行と通常運転管理作業に対し，支障を

招くことのないよう，工程及び現場管理を適切に行うこと。 



 ※本修繕作業は一宮浄化センターの水処理施設を一部停止しなければ作業で

きないため，一宮浄化センターに汚泥搬入の無い年末年始に合わせて施工す

ること。岡山市監督員と工程等の会議をよく行うこと。 

    （損傷部補償） 

 第７条  この修繕業務施工に際しては，既設構造物，機器等を損傷しないよう十分

注意すること。万一損傷した場合は，同程度以上の資材を用いて速やかに無

償で原状回復を図ること。 

    （災害防止等） 

 第８条  この修繕業務施工にあたっては，現場作業従事者の災害防止対策に十分注意

すると共に，労働基準法及び労働安全規則等の作業保安規定に違反することの

ないよう特に留意すること。 

      資格必要作業は，それぞれの資格を有する者が行うこと。資格必要作業の実

施については，あらかじめ岡山市監督員に資格保有者である旨の証書の写し等

を提出し，その承認を得ること。 

    （材料検査） 

 第９条  この修繕業務に使用する器具及び材料等はすべて現場搬入時に，岡山市監督

員の検査を受け，これに合格すること。 

    （廃棄物処理） 

  第 10 条  この修繕業務により発生する撤去品，廃棄物等は『廃棄物の処理及び清掃に

関する法律』により許可を受けた最終処分場で，適正に処分すること。 

    （検査・試験） 

 第 11 条  この修繕業務完了後は，速やかに岡山市監督員の立ち合いのもと，各部の

機能性能試験を行い，これに合格した後完了届けを提出し，岡山市検査員の

検査を受けること。 

       なお，この完了検査には，請負人または現場責任者が立ち合うこと。 

    （清掃・跡片付け） 

  第 12 条  請負人はこの修繕業務施工にあたり，現場の整理整頓・跡片付け及び清掃を

行い，清潔な良い作業環境の保持に細心の注意を払うこと。 

    （竣工及び引渡し） 

  第 13 条    この修繕業務目的物の受け渡しは，前条の完了検査に合格した時点とする。

したがって，受け渡し完了までの修繕目的物の保管の責任は請負人が負うもの

とする。ただし，社会通念上，請負人の責に帰する理由でないと認められる場

合はこの限りではない。 

      なお，受け取り前においても，維持管理上，修繕目的物の全部または一部を

岡山市が請負人の同意を得て使用できる。 

    （保証期間） 



 第 14 条   この修繕業務の保証期間は，受け渡し後１年間とする。ただし，ヒュー

ズ等消耗部品はこの限りではない。万一，保証期間中に請負人の責に帰す

る理由によって事故が発生した場合は，請負人はただちに改良・補修・交

換等適切な措置を無償で講じること。 

    （提出書類) 

 第 15 条  請負人は，岡山市契約規則等に定める次の書類を速やかに提出するこ

と。 

    １ 修繕着手前に提出する書類         （サイズ）    （部数） 

(1) 着手届                       Ａ４       １部  

(2) 業務責任者届        Ａ４       １部  

(3) 工程表             Ａ４       １部 

 ２ 修繕完了後に提出する書類 

(1) 修繕完成通知書              Ａ４       １部 

(2) 修繕施工写真（カラー）      Ａ４       １部 

(3) 修繕報告書   Ａ４   １部 

３ その他岡山市監督員の指示するもの 

第２章 施 工 細 則 

         (目的） 

  第 16 条  この修繕業務の目的は，下記のとおり。 

          ２系沈殿槽に設置している汚泥掻寄機のバッフルプレート用のサポートが長

年月の使用により腐食し，バッフルプレートが滑落する恐れがあるため修繕を

行うもの。   

    （施工範囲) 

第 17 条    この修繕業務の施工範囲は下記のとおり。 

  腐食しているバッフルプレート用サポートを撤去し，更新する。更新数量は

別紙図面参照。サポートの材質は SUS304 とする。また，作業に必要な足場，

労務，溶接機器及び電源，照明，サポート撤去処分等はすべて含むこと。作業

前の沈殿槽清掃は別途とする。 

  バッフルプレートのレベル調整，据付後に汚泥掻寄機の試運転を行い，正常

に動作することを確認すること。 

 ※なお別紙サポート寸法は参考とし，この修繕業務施工にあたっては現地調査

を十分実施の上行うこと。 

    （工期について） 

 第 18 条    この修繕業務の工期は，契約の日より令和８年１月３０日までとする。 


